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表紙

第36期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項のうち、上記の事項に

つきましては、法令および当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株

主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への記載を省略しており

ます。

第36期定時株主総会招集ご通知

（交付書面に記載しない事項）

社外取締役の独立性の判断基準

会社の新株予約権等に関する事項

補償契約の内容の概要等

役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

会計監査人の状況

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
その他業務の適正を確保する体制および当該体制の運用状況

連結持分変動計算書

連結計算書類の注記

株主資本等変動計算書

計算書類の注記

第36期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

株式会社トリドールホールディングス
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社外取締役の独立性の判断基準

社外取締役の独立性の判断基準

　東京証券取引所および会社法が定める独立性基準を踏まえ、当社における社外取締役の独立性判断基準

を以下に定める要件を満たしたものと定義しております。

　なお、当社は社外取締役松風里栄子氏、片岡牧氏および宮田裕子氏を独立役員に指定しております。

(a) 業務執行者

1) 当社または当社の連結子会社（以下「当社グループ」という。）の業務執行取締役、執行役または

使用人（以下「業務執行者」という。）でなく、かつ、その就任前10年間においても業務執行者で

なかったこと。

2) その就任の前10年間において当社グループの取締役または監査役であった者（業務執行者であった

ものを除く。）については、当該取締役または監査役の就任前10年間において業務執行者でなかっ

たこと。

(b) 大株主

1) 当社の大株主（直接または間接に10％以上の議決権を保有するものをいう。以下同じ。）若しくは

その業務執行者または当社の大株主の連結子会社の業務執行者でないこと。

2) 当社が大株主である法人、組合等の団体の業務執行者でないこと。

(c) 借入先

当社の主要な借入先（当社の連結総資産の２％を超える金額の借入先をいう。）の業務執行者では

ないこと。

(d) 取引先

1) 当社の主要な取引先（年間取引額が当社の連結売上収益の２％を超えるものをいう。）またはその

業務執行者でないこと。

2) 当社を主要な取引先とするもの（年間取引額が当該取引先の連結売上収益の２％を超えるものをい

う。）またはその業務執行者でないこと。

(e) 会計監査人

当社の会計監査人である監査法人に所属する公認会計士でないこと。

(f) 弁護士、コンサルタント等

当社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を得ている弁護士、公認会計士、司法書士、

弁理士その他の専門家またはコンサルタント等（法人、組合その他の団体である場合は、当該団体

に所属する者）でないこと。

(g) 経歴

就任前３年間において、(b)から(f)までのいずれかに該当していないこと。

(h) 親族

(a)から(g)までのいずれかに掲げる者（役員、部長、パートナー、アソシエイト等の重要な者に限

る。）の配偶者および二親等以内の親族でないこと。

(i) 寄付

当社より年間1,000万円を超える寄付金を受領しているものまたはその業務執行者でないこと。

(j) 相互就任関係

当社との間で取締役、執行役または監査役を相互に派遣している関係でないこと。

(k) 利益相反

(a)から(j)に定めるほか、当社グループと利益相反の生ずるおそれがないこと。
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会社の新株予約権等に関する事項

1 当社役員が保有している新株予約権等の状況

新株予約権の数 目的となる株式の種類および数 保有者数

取締役
（監査等委員および社外
取締役を除く）

０個 普通株式 ０株 ０名

社外取締役
（監査等委員を除く）

０個 普通株式 ０株 ０名

監査等委員である取締役 15個 普通株式 3,000株 １名

会社の新株予約権等に関する事項

2018年６月28日開催の株主総会決議および取締役会決議による新株予約権

①　新株予約権の払込金額 払込を要しない

②　新株予約権の行使価額 １個につき256,600円

③　新株予約権の行使条件

１）１個の新株予約権の一部行使は認めない。

２）新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、新株予約権の権利行使

時においても、当社または当社連結子会社の取締役、執行役員または従業員の地位にあることを

要する。ただし、取締役もしくは執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年により

退職した場合、または、取締役会決議をもって特に認める場合はこの限りではない。

３）新株予約権者が、当社または当社連結子会社に対して何らかの不利益を与え処分等が決定された

場合は権利を消失する。

４）新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。ただし、新株予約権者が死亡した時

点ですでに行使期間が到来しているものについてはこの限りでない。

５）新株予約権の譲渡、質権等の担保権の設定その他の処分は認めない。

④　新株予約権の行使期間 2021年６月28日から2028年６月27日まで

⑤　当社役員の保有状況

（2026年３月31日現在）

2021年６月29日開催の株主総会決議および取締役会決議による新株予約権

①　新株予約権の払込金額 払込を要しない

②　新株予約権の行使価額 １個につき434,800円

③　新株予約権の行使条件

１）１個の新株予約権の一部行使は認めない。

２）新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、新株予約権の権利行使

時においても、当社または当社連結子会社の取締役、執行役員または従業員の地位にあることを

要する。ただし、取締役もしくは執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年により

退職した場合、または、取締役会決議をもって特に認める場合はこの限りではない。

３）新株予約権者が、当社または当社連結子会社に対して何らかの不利益を与え処分等が決定された

場合は権利を消失する。

４）新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。ただし、新株予約権者が死亡した時

点ですでに行使期間が到来しているものについてはこの限りでない。

５）新株予約権の譲渡、質権等の担保権の設定その他の処分は認めない。

④　新株予約権の行使期間 2024年６月29日から2031年６月28日まで

－ 2 －
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会社の新株予約権等に関する事項

新株予約権の数 目的となる株式の種類および数 保有者数

取締役
（監査等委員および社外
取締役を除く）

30個 普通株式 6,000株 １名

社外取締役
（監査等委員を除く）

０個 普通株式 ０株 ０名

監査等委員である取締役 15個 普通株式 3,000株 １名

2 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況

3 その他新株予約権等の状況

新株予約権の数 2,200個

新株予約権の目的となる株式の種類、内容および

数
普通株式5,045,871株

新株予約権の行使時の払込金額
4,360円

ただし、一定の条件のもと調整される。

新株予約権の行使期間 自　2024年７月４日　至　2031年６月６日

新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の

内容および価額

各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予

約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社

債の価額は、その額面金額と同額とします。

新株予約権付社債の残高 22,000百万円

⑤　当社役員の保有状況

（2026年３月31日現在）

　該当事項はありません。

　2024年６月４日開催の当社取締役会の決議に基づき発行した2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予

約権付社債の概要

（注）新株予約権付社債の発行時（2024年６月20日）における内容を記載しております。

－ 3 －
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会社の新株予約権等に関する事項

補償契約の内容の概要等

　当社と取締役粟田貴也氏、山口聡氏および田中憲一氏ならびに取締役（監査等委員）松風里栄子氏、

片岡牧氏および宮田裕子氏は、会社法第430条の２第１項の補償契約を締結しており、同項第１号の費

用および同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。

役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

　当社は、会社法第430条の３第１項の役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しておりま

す。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社および当社が直接・間接問わず30％超出資するすべての会

社・会社法上の子会社の役員（取締役、執行役、監査役、執行役員、会計参与）、管理・監督の地位に

ある従業員であり、当該保険契約の保険料は当社が全額負担しております。当該保険契約により、被保

険者がその職務の執行に起因して損害賠償請求された場合の損害賠償金および訴訟費用を当該保険契約

により填補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにす

るため、被保険者が違法に利益または便宜を得たこと、犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規

則または取締法規に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償等は填補の対象としな

いこととしております。

－ 4 －
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会計監査人の状況

1 会計監査人の名称

2 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

監査証明業務に基づく報酬 非監査証明業務に基づく報酬

当社 137百万円 －百万円

連結子会社 －百万円 －百万円

計 137百万円 －百万円

監査証明業務に基づく報酬 非監査証明業務に基づく報酬

当社 77百万円 ５百万円

連結子会社 52百万円 12百万円

計 128百万円 17百万円

3 責任限定契約の内容の概要

4 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

会計監査人の状況

有限責任 あずさ監査法人

①　会計監査人に対する報酬

②　会計監査人と同一のネットワーク（KPMGメンバーファーム）に対する報酬（①を除く）

（注）１.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品

取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないことか

ら、上記①の金額はこれらの合計額を記載しております。

２.当社の海外子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けておりま

す。

３.上記以外に、前事業年度の監査に係る追加報酬41百万円を支払っております。

４.上記②には、当社が監査公認会計士等を通じてKPMGメンバーファームに支払った報酬が含まれ

ております。

５.監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの

算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等

の額について同意の判断をいたしました。

　当社と会社法第427条第１項の責任限定契約を締結しており、会計監査人に悪意または重大な過失が

あった場合を除き、受嘱者の会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として当社から

受け、または受け取るべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得

た額をもって、当社に対する損害賠償責任の限度としております。

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主

総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められ

る場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定

した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の

理由を報告いたします。

 (注)会計監査人の状況の記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

－ 5 －
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会社の体制および方針

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
その他業務の適正を確保する体制および当該体制の運用状況

　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保す

る体制について、当社取締役会で決議している内容の概要および当該体制の運用状況の概要は、それぞれ

次のとおりであります。

【取締役会決議の内容の概要】

（１）職務執行の基本方針

　当社グループ（当社および当社子会社をいう。）は、次の経営理念を掲げ、すべての取締役および

使用人（執行役員、一般従業員、契約社員、嘱託社員、パートナー社員、エリア社員、地域限定社

員、店舗限定社員、ジュニア社員、派遣社員その他当社グループの業務に従事するすべての者をい

う。）が、職務を執行するにあたっての基本方針とする。

【Mission】本能が歓ぶ食の感動体験を探求し世界中をワクワクさせ続ける

【Vision】 予測不能な進化で未来を拓くグローバルフードカンパニー

　当社グループは、この経営理念に基づき、適正な業務執行のための体制を整備し、運用していくこ

とが経営上の重要な責務であると認識し、以下のとおり内部統制システムに関する基本方針を定め

る。また、今後とも内外環境の変化等に応じ、柔軟にこれを見直し、有効かつ適切な構築および運用

に努める。

（２）内部統制システムに関する基本方針

① 当社および当社子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確

保するための体制

ａ 当社の取締役会は、原則として月１回、かつ、必要に応じて随時開催し、法令、定款および取

締役会規程その他の社内規程に従い重要な業務執行を決定するとともに取締役の職務の執行を監

督する。

ｂ 当社の監査等委員会は、独立した立場で業務執行取締役の職務の執行を監査する。

ｃ 当社は、代表取締役社長に直属する部門として、内部監査室を設置する。内部監査室は、当社

グループの内部統制の適切性および有効性を経営方針に照らして、独立した立場で検証および評

価し、その結果に基づく改善提案を通じて、経営の健全性および効率性の向上に資する。

ｄ 当社グループの取締役および使用人は、『企業倫理憲章』および『トリドール行動基準』を基

に行動し、コンプライアンス体制の維持、向上を図る。

ｅ コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス規程に従って当社グループにおけるコン

プライアンス上の課題を協議するとともに、コンプライアンス・プログラムを策定、推進する。

ｆ 当社は、法令および定款等に違反する行為を当社グループの取締役および使用人が発見した場

合の報告体制としての内部通報制度を構築する。

ｇ 当社グループは、反社会的勢力に対し毅然とした態度で臨み、不当な要求には決して応じず、

警察当局との連携をとり、断固としてこれを拒絶する。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

ａ 当社の取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、取締役の職務の執行に係

る重要な情報・文書（電子化情報を含む。以下同じ。）は、文書管理規程その他社内規程の定め

るところに従い、適切に保存および管理（廃棄を含む。）する。

ｂ 当社の監査等委員会が求めたときは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、いつで

も当該文書を閲覧に供する。

ｃ 当社の取締役は、法令および金融商品取引所の諸規則等に従い、開示すべき情報を適時かつ適

正に開示する。
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③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ａ 当社は、当社グループの平常時における業務執行に係るリスクをトータルに認識・評価し適切

なリスク対応を行うためにリスクマネジメント規程を定め、グループ全体のリスク管理体制を整

備する。

ｂ 当社は、当社グループのリスク管理の実効性を確保するため代表取締役社長を委員長とするリ

スクマネジメント委員会を設置し、グループ全体のリスクを評価検討し、リスク管理推進に関わ

る課題や対応策を協議し承認する。

ｃ 当社は、有事の際の迅速かつ適切な対応に備え、危機管理規程を定め、損失の最小化、損害の

復旧および再発防止のためのグループ全体の危機管理体制を整備する。

ｄ 当社は、各部門、各店舗および各子会社において、経営の内外の環境変化や、法令定款違反そ

の他の事由に基づく損失の危険が発見された場合には、発見された危険の内容およびそれがもた

らす損失の程度等について直ちに当社の担当部門に報告される体制を構築するとともに、その重

大性に応じて担当部門を管掌する取締役が速やかに取締役会に報告する。

ｅ 当社は、食品を扱う企業として食品の衛生管理は何よりも優先される事項と認識し、食品安全

管理規程を定め、食品安全管理本部の指示の下で平時の食品衛生管理を徹底するとともに、万が

一問題が発生したときは危機管理規程に従い直ちに適切な対応を行う。

④ 当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ａ 当社は、当社グループの中長期経営計画を策定し、グループ全体の経営の目標を設定する。ま

た、中長期経営計画は、経営を取り巻く内外の環境の変化に柔軟に対応すべく毎年度見直しを行

う。

ｂ 当社グループの各年度の予算は、中長期経営計画とリンクして策定され、当社の事業部門別お

よび各子会社別の予算管理と月例の業績報告により適切な対策を講じる。

ｃ 当社の取締役会に付議すべき事項は、取締役会規程において定め、付議にあたっては、経営判

断の原則に基づき事前に議題に関する十分な資料が全取締役に配布される体制を整備する。

ｄ 当社は、日常の業務遂行に際しては、取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程、執行役員

規程等に基づき権限の委譲を行い、また当社子会社の取締役会等で定期的に業務方針を共有する

ことで、当社グループの各レベルの責任者が意思決定ルールに則り関連部門と連携して適切かつ

効率的に業務を遂行するとともに、重要な情報が適時かつ適切に関係者に伝達される仕組みを整

備する。

⑤ 当社および子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

ａ 当社は、子会社管理の主管部門を関係会社管理規程で定め、当社グループの中長期経営計画の

もと、各子会社の自主的かつ機動的な運営を尊重しつつグループ全体で緊密な連携を保持するこ

とにより、企業集団としての事業発展および経営効率の向上を図る。

ｂ 当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社の重要事項につき事前協議および承認を義務付け

るとともに、子会社の取締役から子会社の営業成績、財務状況その他の重要な事項につき定期的

に報告を受ける。

ｃ 当社の内部監査室は、内部監査規程に基づき、必要に応じて子会社の内部監査を実施し、その

結果を代表取締役社長に報告する。

⑥ 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項

　監査等委員会の職務は、当社の法務コンプライアンス部の使用人がこれを補助する。

⑦ 前項の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項および当

該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

ａ 監査等委員会の職務を補助する法務コンプライアンス部の使用人の任命、異動および評価につ

いては、監査等委員会の事前の同意を必要とする。

ｂ 同使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際しては監査等委員会の指揮命令下で職務を遂

行し、当該職務以外の業務を指示された場合にあっても監査等委員会の指示事項を優先して処理

する。
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⑧ 当社および当社子会社の取締役および使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制

ａ 監査等委員会は、取締役会その他の重要な会議を通じ、取締役（監査等委員である取締役を除

く。）および使用人から重要事項の報告を受ける。そのほか、当社グループの取締役および使用

人は、監査等委員会の定めるところに従い、監査等委員会の要請に応じて必要な報告および情報

提供を行う。

ｂ 当社グループの取締役および使用人は、当社グループに著しい影響を及ぼす事実が発生し、ま

たは発生する恐れがあることを発見したときは、監査等委員会に速やかに報告する。

⑨ 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する

ための体制

　監査等委員会に前項の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを

することを禁止する。

⑩ 当社の監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生

ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処

理に係る方針に関する事項

　監査等委員がその職務の執行について当社に対し費用の前払い等の請求をした際には、当該請求

に係る費用または債務が当該職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用

または債務を処理する。

⑪ その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ａ 監査等委員は、取締役会その他の重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、取締役（監査

等委員である取締役を除く。）および使用人からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧

することができる。

ｂ 監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合をもって意見交換を行うほか、必要に応じて他の

取締役、当社子会社の監査役（またはこれらに相当する者）、内部監査室長または会計監査人と

も情報交換を行い充分なコミュニケーションを図る。

ｃ 監査等委員会を原則として月１回、かつ、必要に応じて随時開催し、法令、定款および監査等

委員会規程その他の社内規程に従い重要事項について協議する。

【運用状況の概要】

① 当社および当社子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確

保するための体制

　取締役会は当期16回開催し、重要な業務執行を決定するとともに取締役から職務の執行の状況に

つき報告を受けました。また、監査等委員会は当期16回開催し、業務執行取締役の職務の執行を監

査しました。

　内部監査室は、期初に決定した監査の方針および計画に従って監査を行い、改善提案を関係部署

にフィードバックするとともに、取締役に結果を報告しています。また、内部通報窓口として内部

通報を受け付け、適切に対応しました。

　コンプライアンス委員会は当期４回開催し、必要な範囲で社外取締役も参加してグループ全体の

懸念事項を整理し、採るべき対応策を協議、決定しました。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　取締役会その他の重要な会議では、適切に議事録を作成、保管しております。また、開示すべき

情報については、機関決定があり次第、適時に開示しております。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　リスクマネジメント委員会は当期２回開催し、必要な範囲で社外取締役も参加してグループ全体

のリスクを評価検討し、課題や対応策を協議、決定しました。
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④ 当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は、期初に中長期経営計画を策定し、またこれにリンクした予算を策定するとともに、期中

で予算および業績を管理し、適切な対策を講じています。

　取締役会開催にあたっては、開催日の３営業日前に発せられる招集通知に議題を合わせて記載す

るとともに、各議案に係る資料を遅くとも１営業日前の営業時間中には配布するようにしておりま

す。

⑤ 当社および子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　当社は、当社子会社と定期的に会議を開催し、子会社の重要事項につき適宜報告を受けていま

す。

　内部監査室は、必要な範囲で子会社の内部監査を実施しました。

⑥ 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項

　監査等委員会の事務局を法務コンプライアンス部に設置し、監査等委員会の職務の補助にあたら

せています。

⑦ 前項の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項および当

該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　監査等委員会の職務を補助する法務コンプライアンス部の使用人の異動および評価については、

監査等委員会の事前の同意を得た上で行っております。

⑧ 当社および当社子会社の取締役および使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制

　監査等委員は、監査等委員会、取締役会その他の重要な会議を通じ、業務執行取締役、部門長等

から重要事項の報告を受けています。

⑨ 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する

ための体制

　内部通報をした者が当該通報をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことは、社内で周

知しております。

⑩ 当社の監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生

ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処

理に係る方針に関する事項

　当社は、監査等委員からその職務の執行について費用の償還等の請求を受けた際には、速やかに

当該費用を処理しております。

⑪ その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査等委員は、当期取締役会に出席し、意見を述べました。また、業務執行取締役と定期的に会

合をもって意見交換を行ったほか、内部監査室長および会計監査人とも定期的に情報交換を行いま

した。
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連結持分変動計算書

（2025年４月１日から　2026年３月31日まで）

親 会 社 の 所 有 者 に 帰 属 す る 持 分

資 本 金 資 本 剰 余 金
その他資本性
金 融 商 品

利益剰余金 自 己 株 式

当 期 首 残 高 5,145 11,552 13,854 39,424 △984

当 期 変 動 額

当 期 利 益 2,311

その他の包括利益

当期包括利益合計 － － － 2,311 －

新 株 の 発 行
(新株予約権の行使)

291 291

自己株式の取得
及 び 処 分

25 9

配 当 △876

その他資本性金融
商品の所有者に対
す る 分 配

△399

支配継続子会社に
対する持分変動

△3,567

非支配持分に付与
されたプット・オ
プ シ ョ ン

57

そ の 他 39 31

所 有 者 と の
取 引 額 等 合 計

291 △3,154 － △1,244 9

当 期 末 残 高 5,436 8,398 13,854 40,491 △975

（単位：百万円）
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親会社の所有者に帰属する持分

非支配
持 分

資 本
合 計

その他の資本の構成要素

合 計在外営業
活動体の
換算差額

その他の包
括利益を通
じて公正価
値で測定す
る金融資産

新 株
予約権

合 計

当 期 首 残 高 17,661 △21 611 18,251 87,243 9,292 96,535

当 期 変 動 額

当 期 利 益 － 2,311 437 2,748

その他の包括利益 4,861 12 4,873 4,873 △10 4,863

当期包括利益合計 4,861 12 － 4,873 7,183 427 7,610

新 株 の 発 行
(新株予約権の行使)

△134 △134 449 449

自己株式の取
得 及 び 処 分

－ 34 34

配 当 － △876 △876

その他資本性金
融商品の所有者
に対する分配

－ △399 △399

支配継続子会社
に対する持分変動

2,230 2,230 △1,336 △9,674 △11,010

非支配持分に付
与されたプッ
ト・オプション

－ 57 57

そ の 他 △14 △14 56 △100 △44

所 有 者 と の
取 引 額 等 合 計

2,230 － △148 2,082 △2,015 △9,774 △11,789

当 期 末 残 高 24,752 △9 463 25,206 92,411 △55 92,356
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連結注記表

【 連結計算書類の注記 】

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）

1.　連結計算書類の作成基準

　連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準（以下、IFRS）に準

拠して作成しております。なお、同項後段の規定により、IFRSで求められる開示項目の一部を省略

しております。

2.　連結の範囲に関する事項

　全ての子会社を連結しております。

連結子会社の数……………… 65社

主要な連結子会社の名称…… 東利多控股有限公司

台湾東利多股份有限公司

TORIDOLL DINING CORPORATION

MARUGAME UDON USA, LLC

WOK TO WALK FRANCHISE B.V.

株式会社丸亀製麺

株式会社TGF

Tam Jai International Co.Limited

株式会社アクティブソース

株式会社ZUND

Toridoll and Heyi Holding Limited

The Fulham Shore Group Limited

The Fulham Shore Limited

TORIDOLL EUROPE LTD

その他51社

3.　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した共同支配企業及び関連会社（以下「共同支配企業等」といいます。）の数及び

主要な共同支配企業等の名称

持分法を適用した共同支配企業等の数…………… 22社

持分法を適用した主要な共同支配企業等の名称… UTARA 5 FOOD AND BEVERAGE SDN BHD

SHORYU HOLDINGS LIMITED

Beyond Restaurant Group,LLC

その他19社

(2) 持分法の適用の手続について特に記載すべき事項

　連結計算書類には、他の株主との関係等により決算日を当社の決算日に統一することが実務上

不可能であるため、当社の決算日と異なる日を決算日とする持分法適用会社に対する投資が含ま

れております。

－ 12 －



2026/05/23 18:14:48 / 25303058_株式会社トリドールホールディングス_招集通知

連結注記表

4.　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①棚卸資産

　棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のうち、いずれか小さい額で測定しております。棚

卸資産の取得原価は、主として先入先出法に基づいて算定しております。

②有形固定資産

　有形固定資産は、原価モデルを適用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控

除した額で測定しております。

　取得原価には資産の取得に直接関連する費用が含まれております。

③無形資産及びのれん

　無形資産は、原価モデルを適用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した額

で測定しております。

(ⅰ)個別取得した無形資産

　個別取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定しております。

(ⅱ)企業結合により取得した無形資産

　企業結合により取得した無形資産は、取得日の公正価値で測定しております。

　のれんは、取得価額から減損損失累計額を控除して測定しております。

④非金融資産の減損

　棚卸資産及び繰延税金資産を除く、当社グループの非金融資産の帳簿価額は、期末日毎に減損

の兆候の有無を判断しております。減損の兆候が存在する場合は、当該資産の回収可能価額を見

積もっております。のれん及び耐用年数を確定できない、又は、未だ使用可能でない無形資産に

ついては、毎期、さらに減損の兆候を識別した場合には都度、減損テストを実施しております。

　資産又は資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と処分コスト控除後の公正価値のうち、い

ずれか大きい方の金額としております。使用価値の算定において、見積将来キャッシュ・フロー

は、貨幣の時間的価値及び当該資産に固有のリスクを反映した税引前の割引率を用いて現在価値

に割り引いております。資金生成単位については、他の資産又は資産グループのキャッシュ・イ

ンフローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生成する最小の資産グループとしておりま

す。

　企業結合により取得したのれんは、結合のシナジーから便益を得ると見込まれる資金生成単位

へ配分しております。のれんが配分される資金生成単位については、のれんを内部管理目的で監

視している最小単位となるように設定しております。

　当社グループの全社資産は、独立したキャッシュ・インフローを生成しないため、全社資産に減

損の兆候がある場合、全社資産が帰属する資金生成単位の回収可能価額を見積もっております。

　減損損失は、資産又は資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を超過する場合に超過差額を純

損益として認識しております。資金生成単位に関連して認識した減損損失は、まずその単位に配

分されたのれんの帳簿価額を減額するように配分し、次に資金生成単位内のその他の資産の帳簿

価額を比例的に減額しております。

　のれんに関連する減損損失は戻入れておりません。のれん以外の資産については、過去に認識

した減損損失は、期末日毎に、減損損失の戻入れの兆候の有無を評価しております。減損損失の

戻入れの兆候がある場合には、回収可能価額の見積りを行い、当該回収可能価額が資産の帳簿価

額を上回る場合には、減損損失を戻入れております。減損損失は、減損損失を認識しなかった場

合の帳簿価額から必要な減価償却費又は償却費を控除した後の帳簿価額を超えない金額を上限と

して戻入れております。
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　なお、共同支配企業等に対する投資の帳簿価額の一部を構成するのれんは区分して認識してい

ないため、個別に減損テストを実施しておりません。ただし、共同支配企業等に対する投資が減

損している可能性が示唆されている場合には、投資全体の帳簿価額について回収可能価額と比較

することにより単一の資産として減損テストの対象としております。

⑤金融商品

　非デリバティブ金融資産

　金融資産は、当社グループが当該金融商品の契約当事者になった取引日に当初認識しておりま

す。

　当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合又

は金融資産からのキャッシュ・フローを受取る契約上の権利を譲渡する取引において当該金融資

産の所有にかかるリスクと経済価値のほとんどすべてを移転する場合には、当該金融資産の認識

を中止しております。

(ⅰ)償却原価で測定する金融資産

　金融資産は、以下の２つの要件を両方満たす場合、償却原価で測定する金融資産に分類して

おります。

・当社グループの事業モデルにおいて、当該金融資産の契約上のキャッシュ・フローを回収す

ることを目的として保有すること

・金融資産の契約条項が、特定された日に元本及び利息の支払いのみによるキャッシュ・フロ

ーを生じさせること

　償却原価で測定する金融資産は、当初認識時に公正価値にその取得に直接起因する取引費用

を加算して測定しております。また、当初認識後は、償却原価で測定する金融資産の帳簿価額

については実効金利法を用いて算定し、必要な場合には減損損失を認識しております。

　当社グループは、償却原価で測定する金融資産の減損の認識にあたって、当該金融資産に係

る予想信用損失に対して貸倒引当金を認識しております。この方法では、期末日ごとに各金融

資産に係る信用リスクが当初認識時点から著しく増加しているかどうかを評価し、当初認識時

点から信用リスクが著しく増加していない場合には、12ヶ月の予想信用損失を貸倒引当金とし

て認識します。一方で、当初認識時点から信用リスクが著しく増加している場合には、全期間

の予想信用損失と等しい金額を貸倒引当金として認識します。

　ただし、重大な金融要素を含んでいない営業債権については、信用リスクの当初認識時点か

らの著しい増加の有無にかかわらず、常に全期間の予想信用損失と等しい金額で貸倒引当金を

認識します。

(ⅱ)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

　当社グループは、償却原価で測定される金融資産に分類されなかった金融資産で、当初認識時

に、当初認識後に認識される公正価値の変動をその他の包括利益で表示することを選択した資

本性金融商品をその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に指定しております。

　当該金融資産の認識を売却等により中止する場合には、認識されていた累積利得又は損失

を、その他の資本の構成要素から利益剰余金に振り替えております。

　非デリバティブ金融負債

　金融負債は、当社グループが当該金融商品の契約当事者になった取引日に当初認識しておりま

す。

　当社グループは、金融負債が消滅した場合、すなわち、契約上の義務が免責、取消又は失効と

なった場合に、金融負債の認識を中止しております。非デリバティブ金融負債は、当初認識時に

公正価値にその取得に直接起因する取引費用を控除して測定しております。また、当初認識後

は、実効金利法による償却原価で測定しております。

　当社グループは、非支配持分の所有者に付与している子会社株式の売建プット・オプションに

ついて、将来キャッシュ・フローを割り引く方法に基づき算定した公正価値を金融負債として認

識するとともに非支配株主持分との差額を資本剰余金から減額し、当初認識後の変動については

資本剰余金に認識しております。
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(2) 重要な減価償却資産・償却資産の減価償却・償却の方法

①有形固定資産

有形固定資産項目は、その資産が使用可能となった日から、減価償却しております。減価償却

費は、償却可能額をもとに算定しております。償却可能額は、資産の取得価額から残存価額を差

し引いて算出しております。

減価償却は、有形固定資産の各構成要素の見積耐用年数にわたり、主として定額法に基づいて

認識しております。有形固定資産の見積耐用年数は、予想される使用量、物理的自然減耗、技術

的又は経済的陳腐化等を総合的に勘案して見積っております。事業用定期借地契約に係る借地上

の建物については、残存価額を零とし、契約残存年数を基準とした定額法によっております。な

お、土地は償却しておりません。

主な見積耐用年数は次のとおりであります。

・建物及び構築物 ３～35年

・工具、器具及び備品 ３～20年

減価償却方法、耐用年数及び残存価額は、期末日毎に見直しを行い、必要に応じて改定してお

ります。

②無形資産

償却費は、償却可能額をもとに算定しております。償却可能額は、資産の取得価額から残存価

額を差し引いて算出しております。

無形資産には、耐用年数を確定できるものとできないものがあります。

耐用年数を確定できる無形資産の償却は、その資産が使用可能となった日から見積耐用年数に

わたり、定額法に基づいて認識しております。

主な見積耐用年数は次のとおりであります。

・ソフトウェア　　　　５年

償却方法、耐用年数及び残存価額は、期末日毎に見直しを行い、必要に応じて改定しておりま

す。

耐用年数を確定できない無形資産は、以下のとおりです。

・商標権

商標権は、事業が継続する限りは法的に継続使用でき、かつ、予見可能な将来にわたってサー

ビスを提供することを経営陣が計画しているため、耐用年数を確定できないと判断しておりま

す。また、耐用年数を確定できない無形資産は、取得原価から減損損失累計額を控除した額で測

定しております。

③リース

リースの開始日において使用権資産及びリース負債を認識しており、使用権資産は開始日にお

いて取得原価で測定しております。取得原価は、リース負債の当初測定の金額、当初直接コス

ト、原資産の解体並びに除去及び原状回復コストの当初見積額等で構成されております。使用権

資産の当初認識後、リースの開始日から使用権資産の耐用年数又はリース期間の終了時のいずれ

か早い時まで定額法で減価償却しております。リース料は、利息法に基づき、金融費用とリース

負債の返済額とに配分しております。金融費用は連結純損益計算書上、使用権資産に係る減価償

却費と区分して表示しております。

リース負債を見直した場合又はリースの条件変更が行われた場合には、リース負債を再測定し

使用権資産を修正しております。なお、短期リース及び少額資産のリースについては、使用権資

産及びリース負債を認識せず、リース料をリース期間にわたり定額法で費用認識しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

　引当金は、過去の事象の結果として、当社グループが、合理的に見積り可能である法的又は推

定的債務を有しており、当該債務を決済するために経済的資源の流出が生じる可能性が高い場合

に認識しております。

　引当金は、見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間的価値及びその負債に特有のリスクを反

映した税引前の割引率を用いて現在価値に割り引いております。
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(4) 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

①外貨建取引の換算

　外貨建取引は、取引日における為替レートでグループ企業の各機能通貨に換算しております。

期末日における外貨建貨幣性資産・負債は、期末日の為替レートで機能通貨に再換算しておりま

す。貨幣性項目にかかる為替差損益は、期首における機能通貨建ての償却原価に当期中の実効金

利及び支払いを調整した金額と、期末日の為替レートで換算した外貨建償却原価との差額であり

ます。外貨建取得原価により測定されている非貨幣性項目は、取引日の為替レートで換算してお

ります。

②在外営業活動体の換算

　在外営業活動体の資産及び負債は、取得により発生したのれん及び公正価値の調整を含め、期

末日の為替レートで換算しております。また、在外営業活動体の収益及び費用は、取引日の為替

レート又はそれに近似するレートで換算しております。換算により生じた差額は、その他の包括

利益で認識しております。

　在外営業活動体の一部又はそのすべてが処分される場合には、在外営業活動体の換算差額は、

処分にかかる損益の一部として純損益に振り替えております。

(5) 収益の認識基準

　当社グループは、下記の５ステップアプローチに基づき収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する

ステップ２：契約における履行義務を識別する

ステップ３：取引価格を算定する

ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する

ステップ５：企業が履行義務の充足時に収益を認識する

　当社グループは、国内及び海外における飲食事業等を行っております。当社グループのサービ

ス提供は顧客からの注文に基づく料理を提供し、対価を受領した時点で履行義務は充足されると

判断して、収益を認識しております。

　顧客への料理の提供と同時に支払いを受けているため、約束した対価の金額に重大な金融要素

は含まれておりません。また、収益は、顧客との契約において約束された対価から値引きなどを

控除した金額で測定しております。

　当社グループにおいては、資産として認識しなければならない契約を獲得するための増分コス

ト及び履行にかかるコストはありません。

(6) その他連結計算書類作成のための重要な事項

グループ通算制度の適用

当社及び国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しております。
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（単位：百万円）

丸亀製麺 国内その他 海外事業 合計

日本 137,193 39,626 672 177,491

香港 － － 53,363 53,363

英国 － － 20,284 20,284

その他 － － 27,576 27,576

合計 137,193 39,626 101,895 278,715

（収益認識に関する注記）

1.　収益の分解

当社グループは、外食事業等から計上される収益を売上収益として表示しており、顧客との契約か

ら生じる収益を以下のとおり分解しております。

2.　収益を理解するための基礎となる情報

連結計算書類の注記「4.会計処理基準に関する事項　(5) 収益の認識基準」に記載しております。

3． 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

(1) 契約残高

当社グループの契約残高は、主に顧客との契約から生じた債権（営業未収入金）であり、当連結

会計年度末における残高は、8,098百万円であります。

当連結会計年度において認識した収益のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていたものはあ

りません。また、当連結会計年度において過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務か

ら認識した収益の額はありません。

(2) 残存履行義務に配分する取引価格

当社グループにおいては、個別の契約期間が１年を超える重要な取引はありません。

また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありませ

ん。

なお、当社グループはIFRS第15号第121項の実務上の便法を適用し、当初の予想残存期間が１年

以内の残存履行義務に関する情報を開示しておりません。
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営業債権及びその他の債権 40百万円

その他の金融資産 911百万円

2.　資産に係る減価償却累計額 146,537百万円

3.　担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産

現金及び現金同等物 493百万円

営業債権及びその他の債権 413百万円

その他の流動資産 255百万円

有形固定資産 2,726百万円

無形資産及びのれん 35百万円

その他の金融資産 30百万円

その他の非流動資産 26百万円

担保に係る債務

短期借入金 1,055百万円

長期借入金 123百万円

（１年以内に返済予定のものを含む）

（会計上の見積りに関する注記）

1.　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連

結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

有形固定資産　　　 51,156百万円

使用権資産　　　　 93,577百万円

無形資産及びのれん 57,290百万円

繰延税金資産　　　　3,416百万円

繰延税金負債　　　　1,588百万円

2.　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容の理解に資する情報

有形固定資産、使用権資産、無形資産及びのれんに係る非金融資産の減損テストは、事業計画に基

づく将来キャッシュ・フロー、割引率及び継続成長率等に関する一定の仮定に基づき回収可能価額を

算定し、減損損失認識の要否を判断しております。当該見積りは不確実な経済条件の変動などによっ

て影響を受ける可能性があり、将来キャッシュ・フローの見直しが必要になった場合、翌連結会計年

度の連結計算書類において認識する有形固定資産、使用権資産、無形資産、のれん及び減損損失の金

額に重要な影響を与える可能性があります。

　繰延税金資産及び繰延税金負債の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額に

よって見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける

可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の

連結計算書類において、繰延税金資産及び繰延税金負債の金額に重要な影響を与える可能性がありま

す。

（連結財政状態計算書に関する注記）

1.　資産から直接控除された貸倒引当金
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普通株式 88,731,752株

決　　　議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額(円)
基 準 日 効力発生日

2025年５月15日
取 締 役 会

普通株式 876 10.00 2025年３月31日 2025年６月13日

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額(円)
基 準 日 効力発生日

2026年５月15日
取 締 役 会

普通株式 利益剰余金 967 11.00 2026年３月31日 2026年６月12日

普通株式 783,400株

①契約日 2024年11月11日

②借入実行日 2024年11月13日

③資金使途 成長投資および既存事業の継続的成長のための投資

④借入先 株式会社日本政策投資銀行　他

⑤借入契約金額 70億円

⑥適用利率 ６ヶ月日本円Tiborをベースとした変動金利。但し、2029年11月の利息

支払日以降、5.00％のステップアップが発生する。

⑦利息支払に関する条項 利息支払の任意繰延が可能。

⑧弁済期日 期限の定めなし

但し、2025年11月の利息支払日（同日を含む。）以降のいずれかの利息

支払日において、期限前任意弁済が可能。

⑨劣後特約 本劣後ローンの債権者は、劣後事由（清算等）が発生した場合、上位債

務に劣後した支払請求権を有する。

①契約日 2024年11月11日

②借入実行日 2024年11月13日

（連結持分変動計算書に関する注記）

1.　当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

2.　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

3.　当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的とな

る株式の種類及び数

4.　その他資本性金融商品

　当社は、2024年11月11日に、株式会社日本政策投資銀行をアレンジャー兼エージェントとする永久

劣後特約付ローンおよび株式会社みずほ銀行との永久劣後特約付ローン（以下、本劣後ローン）によ

る資金調達を行うため、下記内容の金銭消費貸借契約を締結し、2024年11月13日に実行いたしまし

た。本劣後ローンはIFRS上、資本性金融商品に分類されるため、資本区分において13,854百万円（取

引費用146百万円控除後）をその他資本性金融商品として計上しております。なお、本劣後ローンの

実行に際して、2024年11月13日に、既存の永久劣後特約付ローン110億円は任意弁済をいたしました

が、本劣後ローンにより連結計算書類の資本が増加するため、一層の財務健全性確保を図ることとな

ります。

　当連結会計年度における本劣後ローン経過利息のうち、支払が確定していないため、その他資本性

金融商品の所有者に対する分配として認識していない金額は、157百万円であります。

本劣後ローンの概要

株式会社日本政策投資銀行をアレンジャー兼エージェントとする永久劣後特約付ローン

株式会社みずほ銀行との永久劣後特約付ローン
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③資金使途 事業資金（既存有利子負債返済資金等）

④借入先 株式会社みずほ銀行

⑤借入契約金額 70億円

⑥適用利率 ６ヶ月日本円Tiborをベースとした変動金利。但し、2029年11月の利息

支払日以降、5.00％のステップアップが発生する。

⑦利息支払に関する条項 利息支払の任意繰延が可能。

⑧弁済期日 期限の定めなし

但し、2025年11月の利息支払日（同日を含む。）以降のいずれかの利息

支払日において、期限前任意弁済が可能。

⑨劣後特約 本劣後ローンの債権者は、契約に定める劣後事由（清算等）が発生した

場合、上位債務に劣後した支払請求権を有する。
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（金融商品に関する注記）

1.　金融商品の状況に関する事項

(1) 金融リスク管理の概要は、以下のとおりであります。

　当社グループの金融商品に対する取組みは、資金運用は短期的な預金等に限定し、資金調達に

ついては主として銀行等金融機関からの借入により行う方針であります。

　また、デリバティブ取引については、借入金の金利変動リスクを回避するための金利スワップ

取引に限定し、投機的な取引は行わない方針であります。

　当社グループは、金融商品にかかる以下のリスクを負っています。

・信用リスク（(3) 参照）

・流動性リスク（(4) 参照）

・金利リスク（(5) 参照）

(2) リスク管理フレームワーク

　当社グループのリスク管理フレームワークの確立及び監督については、取締役会が全責任を負

っております。取締役会は、当社グループのリスク管理方針を策定し監視する責任を負う、リス

クマネジメント委員会を設立しております。当該委員会は、その活動について定期的に取締役会

に報告しております。

　当社グループのリスク管理方針は、当社グループが直面しているリスクを識別・分析し、適切

なリスクの上限及びコントロールを決定し、また、リスクとその上限の遵守を監視するように策

定されております。当社グループは、市場の状況及び当社グループの活動の変化を反映するた

め、リスク管理方針及びシステムを定期的に見直しております。当社グループは、研修、管理基

準及びその手続きを通じて、すべての従業員が個々の役割と義務を理解する、統制のとれた建設

的なコントロール環境を発展させることを目標としております。

　当社グループの監査等委員会は、当社グループのリスク管理方針及び手続きの遵守状況を経営

陣がどのように監視しているかを監督し、当社グループの直面しているリスクに関連するリスク

管理フレームワークの妥当性をレビューしております。当社グループの監査等委員会は、監督を

遂行するにあたって内部監査室からの支援を受けております。内部監査室は、リスク管理コント

ロール及び手続きの定期的及び臨時のレビューを行い、その結果を監査等委員会に報告しており

ます。

(3) 信用リスク

　信用リスクとは、顧客、又は金融商品の取引相手が契約上の義務を果たすことができなかった

場合に当社グループが負う財務上の損失リスクであり、主に当社グループの顧客及び店舗の賃貸

人からの債権から生じます。

　当社の営業債権、敷金・保証金及び建設協力金等は、取引先の信用リスクに晒されておりま

す。当該リスクに関しては、当社は与信管理規程に基づき総務部を主管部門とし、主な取引先の

信用状況について、定期的に把握する体制をとっております。また、連結子会社についても、当

社の与信管理規程に準じた管理を行っております。

(4) 流動性リスク

　流動性リスクとは、当社グループが現金又はその他の金融資産により決済する金融負債に関連

する債務を履行する際に、困難に直面するリスクのことであります。

　当社グループは、営業債務や借入金について適時に資金繰り計画を作成・更新することなどに

より、流動性リスクを管理しております。

(5) 金利リスク

　当社グループは出店のための資金を主に銀行借入により調達するほか、店舗の賃借によるリー

ス負債によって賄っております。

　現在は、主に、固定金利の長期借入金により資金を調達しているため、短期的な金利の変動が

当社グループの純損益に与える影響は軽微であります。
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（単位：百万円）

帳簿価額 公正価値 差額

償却原価で測定する金融資産

その他の金融資産 11,748 11,235 △512

その他の包括利益を通じて公正価値で測
定する金融資産

その他の金融資産 841 841 －

償却原価で測定する金融負債

長期借入金
（１年以内に返済予定のものを含む）

44,388 43,456 △931

社債
（１年以内に償還予定のものを含む）

25,740 25,189 △551

2.　金融商品の公正価値等に関する事項

(1) 公正価値及び帳簿価額

　金融資産・負債の公正価値及び連結財政状態計算書に示された帳簿価額は、以下のとおりであ

ります。なお、公正価値が帳簿価額に近似している現金及び現金同等物、営業債権及びその他の

債権、営業債務及びその他の債務、短期借入金は含めておりません。

(2) 公正価値を算定する際に適用した方法

金融資産・負債の公正価値を、公正価値の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に

応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１：同一の資産又は負債の活発な市場における相場価格

レベル２：資産又は負債について、直接的に観察可能なインプット又は間接的に観察可能な

インプットのうち、レベル１に含まれる相場価格以外のインプット

レベル３：資産又は負債について、観察可能な市場データに基づかないインプット（すなわ

ち観察不能なインプット）

① その他の金融資産

償却原価で測定する金融資産は、主として、敷金及び保証金、建設協力金、長期貸付金によ

り構成されており、これらの公正価値について、元利金（無利息を含む）の合計額を、新規に

同様の差入又は貸付を行った場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定しておりま

す。なお、公正価値に対して観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル３、

そうでない場合はレベル２であります。

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産は、非上場有価証券により構成され

ており、報告期間末に入手可能なデータ等を勘案し公正価値を算定しております。なお、公正

価値のレベルは３であります。

② 長期借入金

長期借入金の公正価値については、元利金の合計額を、新規に同様の借入れを行った場合に

想定される利率で割引いた現在価値により算定しております。なお、公正価値のレベルは２で

あります。

③ 社債

社債の公正価値については、元利金の合計額を、新規に同様の発行を行った場合に想定され

る利率で割引いた現在価値により算定しております。なお、公正価値のレベルは２でありま

す。
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（単位：百万円）

期首残高 885

利得/（損失） 19

購入 55

売却/償還 △29

その他 △89

期末残高 841

(3) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融商品

当連結会計年度における、レベル３に分類されたその他の包括利益を通じて測定する金融商

品の増減は、以下のとおりであります。

（減損損失に関する注記）

有形固定資産及び使用権資産

当社グループは当連結会計年度において、営業活動から生ずる損益が著しく低下した店舗につい

て、有形固定資産2,109百万円、使用権資産1,257百万円の減損損失を認識しました。当社グループ

は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位として資産グルーピングを行って

おります。

営業活動から生ずる損益が著しく低下した店舗については、当該店舗の資産グループの帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

当該店舗の資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フロー

を9.20％から16.30％の割引率で割引いて算定しております。

無形資産及びのれん

海外事業の一部の会社に係る無形資産及びのれんにおいて、基礎となる事業計画を更新した結果、

当初想定していた収益性を見込めなくなったため、8,042百万円の減損損失を計上しました。

当該無形資産及びのれんの回収可能価額は公正価値により測定しており、将来キャッシュ・フロー

を12.39％の割引率で割引いて算定しております。

（１株当たり情報に関する注記）

(1) １株当たり親会社所有者帰属持分 1,051円11銭

(2) 基本的１株当たり当期利益 21円65銭

（重要な後発事象に関する注記）

英国子会社における事業再構築について

当社の連結子会社であるThe Fulham Shore Limited（以下「Fulham社」という）の子会社であるFranco 

Manca 2 UK Limited（以下「FM社」という）において、2026年４月16日にCompany Voluntary 

Arrangement（以下 「CVA」）（注）を申請し手続きを進めておりましたが、2026年５月５日（英国時

間）に開催された債権者集会において、当該CVAに係る債権者投票の結果、英国法令上の成立要件を満た

すこととなり、再建計画は承認されました。

本再建計画の承認により、FM社は、CVAに基づく再建計画に沿って事業再構築を着実に進めてまいりま

す。翌連結会計年度の損益に与える影響額の詳細は、現在精査中であります。

（注）CVAとは、英国の倒産法制に基づく再建手続の一つであり、事業を継続したまま、債権者との合意

のもとで契約条件等の見直しを行い、企業の再建を図る制度です。本制度は、提案された再建計画につい

て債権者集会における議決を経て、有効に議決権を行使した債権者の債権額ベースで75％以上の賛成が必

要とされます。さらに、会社と利害関係を有しない債権者の過半数が反対していないことが要件となり、

これらを満たした場合に当該再建計画は成立し、反対した債権者を含むすべての対象債権者に対して効力

を有することとなります。
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　また、Fulham社の子会社であるThe Real Greek Food Company Limited（以下「TRG社」という）につい

て、英国企業倒産法に基づく倒産更生手続きであるアドミニストレーション（Administration）を2026年

５月１日に開始しております。その後、同手続きの進行に伴い、選任されたアドミニストレーター（管財

人）のもと、TRG社の事業および関連資産について、英国を中心に外食・ホスピタリティ事業を展開して

いるKarali Groupと資産譲渡契約書（Asset Purchase Agreement）を締結いたしました。

　今後は、TRG社に選任されたアドミニストレーター（管財人）のもとで、Karali Groupへの資産譲渡手

続きが進められます。翌連結会計年度の損益に与える影響額の詳細は、現在精査中であります。

(注)連結計算書類の記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2025年４月１日から
2026年３月31日まで）

株　　　　主　　　　資　　　　本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自 己
株 式

株主資本
合 計資 本

準備金

その他
資本
剰余金

資本剰余
金 合 計

利 益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金 合 計別 途

積立金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 5,165 937 4,350 5,287 216 13,379 15,453 29,048 △961 38,540

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 291 291 291 582

剰 余 金 の 配 当 △876 △876 △876

剰余金の配当に
伴う利益準備金
の 積 立

86 △86 － －

当 期 純 損 失 △11,661 △11,661 △11,661

自己株式の処分 49 49 18 68

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 291 291 49 341 86 － △12,623 △12,537 18 △11,887

当 期 末 残 高 5,457 1,228 4,399 5,628 302 13,379 2,830 16,511 △942 26,653

評価・
換算差
額 等

新 株
予約権

純資産
合 計

その他
有価証
券評価
差額金

当 期 首 残 高 － 611 39,150

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 582

剰 余 金 の 配 当 △876

剰余金の配当に
伴う利益準備金
の 積 立

－

当 期 純 損 失 △11,661

自己株式の処分 68

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

107 △148 △41

当 期 変 動 額 合 計 107 △148 △11,928

当 期 末 残 高 107 463 27,223

（単位：百万円）
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【 計算書類の注記 】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式…………移動平均法に基づく原価法を採用しております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの……決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）

市場価格のない株式等…………………移動平均法に基づく原価法を採用しております。

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
(1) 原材料………最終仕入原価法
(2) 貯蔵品………最終仕入原価法

３．固定資産の減価償却の方法
有形固定資産……………定額法を採用しております。

（リース資産を除く）

無形固定資産……………ソフトウェア(自社利用)
社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

リース資産………………所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しており
ます。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
す。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日
が2008年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る
方法に準じた会計処理によっております。

長期前払費用……………定額法を採用しております。

４．引当金の計上基準
貸倒引当金………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金………………当社及び連結子会社の従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額
のうち当期の負担額を計上しております。

店舗閉鎖損失引当金……店舗の閉店に伴い発生する損失に備えるため、閉店を決定した店舗につい
て、将来発生すると見込まれる損失額を計上しております。

５．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。

６．グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適

用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日）に従って
おります。
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１．有形固定資産の減価償却累計額 47,755百万円

２．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 11,208百万円

長期金銭債権 9,438百万円

短期金銭債務 1,420百万円

関係会社との取引高

売上高 106,959百万円

販売費及び一般管理費 1,622百万円

営業取引以外の取引による取引高 4,240百万円

７．収益及び費用の計上基準

当社は、下記の５ステップアプローチに基づき収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する

ステップ２：契約における履行義務を識別する

ステップ３：取引価格を算定する

ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する

ステップ５：企業が履行義務の充足時に収益を認識する

当社の収益は、主に子会社からの業務受託収入となります。業務受託収入においては、子会社との

契約に基づく店舗管理受託業務等の提供を履行義務として識別し、当該受託業務等の提供完了時点で

履行義務が充足されたと判断して収益を計上しております。

（会計上の見積りに関する注記）

① 会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度

に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

有形固定資産 37,479百万円

関係会社株式 47,861百万円

繰延税金資産　3,024百万円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容の理解に資する情報

有形固定資産及び繰延税金資産につきましては、連結計算書類の注記「会計上の見積りに関する注

記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

関係会社株式の認識は、取得原価をもって貸借対照表価額としておりますが、当該株式の発行会社

の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額を行い、評価損として処理し

ております。一部の関係会社株式の実質価額については、買収時に見込んだ超過収益力を反映した実

質価額を貸借対照表価額と比較し、実質価額の著しい低下の有無を判定しております。超過収益力の

毀損の有無の検討は、連結計算書類作成におけるのれん及び耐用年数を確定できない無形資産の減損

テストと同様に、経営者が承認した事業計画を基礎として行われております。

当該見積りは、外食市場環境の変化等によって影響を受ける可能性があり、計画した将来キャッシ

ュ・フローの時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において関係会社株式評

価損が生じる可能性があります。

（収益認識に関する注記）

収益を理解するための基礎となる情報

「重要な会計方針に係る事項に関する注記　７．収益及び費用の計上基準」に記載しております。

（貸借対照表に関する注記）

（損益計算書に関する注記）
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当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 814,195株

（繰延税金資産）

税務上の繰越欠損金 43百万円

賞与引当金 54百万円

未払事業税等 33百万円

減価償却費 657百万円

減損損失 1,014百万円

資産除去債務 1,630百万円

リース資産 428百万円

未払金 194百万円

貸倒引当金 343百万円

子会社株式評価損 8,167百万円

投資有価証券評価損 446百万円

その他 284百万円

繰延税金資産小計 13,293百万円

評価性引当額 △8,902百万円

繰延税金資産合計 4,390百万円

（繰延税金負債）

資産除去債務に対応する除去費用 799百万円

リース債務 213百万円

その他有価証券評価差額金 49百万円

その他 305百万円

繰延税金負債合計 1,366百万円

繰延税金資産の純額 3,024百万円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

（税効果会計に関する注記）

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（注）繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、貸借対照表の「固定資産」の「繰延税金資産」に計

上しております。
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（単位：百万円）

種 類 会 社 等 の 名 称
議決権の
所有割合

関連当事者
と の 関 係

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社
株式会社

トリドール
ジャパン

直接
100％

債務被保証

当社の金融
機関借入金に

対する
債務被保証
(注２)

(注３) － －

子会社
株式会社
丸亀製麺

直接
100％

役員の兼任
債務被保証

店舗管理業務
受託等

（注１）
87,681

営業
未収入金

7,941

当社の金融
機関借入金に

対する
債務被保証
(注２)

(注３) － －

子会社
株式会社

肉のヤマ牛
直接
100％

役員の兼任
債務被保証

当社の金融
機関借入金に

対する
債務被保証
(注２)

(注３) － －

子会社
東利多控股
有限公司

直接
100％

役員の兼任
資金の援助

資金の返済 10,586 － －

子会社
TORIDOLL DINING 
CALIFORNIA LLC

間接
100％

資金の貸付 －
長期

貸付金
5,714

子会社
The Fulham Shore 
Group Limited

直接81.7％
間接18％

資金の援助 資金の貸付 1,811
長期

貸付金
1,794

（リースにより使用する固定資産に関する注記）

貸借対照表に計上した固定資産のほか、店舗用建物の一部については、所有権移転外ファイナンス・

リース契約により使用しております。

（関連当事者との取引に関する注記）

子会社及び関連会社等

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）「親子間基本契約」に基づき、発生した実費に手数料を加えて請求しております。

（注２）当社は、金融機関借入に対して各社より債務保証を受けております。なお、保証料の支

払いは行っておりません。

（注３）債務被保証残高は、３社合計で5,812百万円であります。
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用　　　途 種　　　類 場　　所
減 損 損 失
（百万円）

店舗用設備等
（国内23店舗等）

建物、構築物、
工具、器具及び備品

愛知県名古屋市等 598

１．１株当たり純資産額 304円38銭

２．１株当たり当期純損失 △132円91銭

（減損損失に関する注記）

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位としております。

営業活動から生ずる損益が著しく低下した店舗については、当該店舗の資産グループの帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。当該店舗の資産グ

ループの減損損失の内訳は、建物481百万円、構築物19百万円、工具、器具及び備品99百万円でありま

す。

当該店舗の資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを

9.20％で割引いて算定しております。

（１株当たり情報に関する注記）

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

(注)計算書類の記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
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